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税目 条　項

議案第３７号及び議案第３８号の参考資料

専決処分に係る熊谷市税条例及び熊谷市都市計画税条例の主な改正点

改　正　の　内　容

軽
自
動
車
税

市税条例
第１８条の３

ほか

軽自動車税環境性能割の廃止

　軽自動車の取得（購入時）に環境性能に応じて課税される環境
性能割について、米国の関税措置の影響を緩和し、国内自動車市
場の活性化を図るとともに、軽自動車ユーザーの取得時における
負担を軽減し、簡素化するため、令和８年３月３１日をもって廃
止された。

【環境性能割】

　
　

　改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減
額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について、対象
施設が「改修特別特定建築物」に拡大された。

【改修特別特定建築物】
　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定
する家屋のうち、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて利
便性等向上改修工事が行われたもの

改修特別特定建築物に対する固定資産税及び都市計画税の
減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

市税条例
附則第１０条の３

都市計画税条例
附則第８項

［課税のタイミング］ ［課税標準］ ［税率］

軽自動車の取得
（購入時）

軽自動車の取得価格 ０～２％
※燃費基準に応じて決定

廃止

×
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１ 改正の概要 

 ⑴ 低所得者の国民健康保険税負担の軽減を図るため、国民健康保険税の５割減額及び２割減額の対象となる世帯の減額判定に係る所得の基準額の

引上げを行ったもの 

 ⑵ 子ども・子育て支援納付金制度の創設に伴い、賦課限度額の規定等を新設したもの 

２ 改正の内容 

 ⑴ 改正 

条項 改正前の内容 改正点 改正後の内容 

第２２条 

第１項 

第２号 

【５割減額の判定基準額】 

４３万円＋３０万５，０００円×（被保険

者数と特定同一世帯所属者（※）数の合計

数）＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

被保険者数と特定同一世帯所属者数の合

計に乗ずべき金額の引上げ 

３０万５，０００円 ⇒ ３１万円 

【５割減額の判定基準額】 

４３万円＋３１万円×（被保険者数と特定同

一世帯所属者（※）数の合計数）＋１０万円

×（給与所得者等の数－１） 

第２２条

第１項 

第３号 

【２割減額の判定基準額】 

４３万円＋５６万円×（被保険者数と特

定同一世帯所属者（※）数の合計数）＋

１０万円×（給与所得者等の数－１） 

被保険者数と特定同一世帯所属者数の合

計に乗ずべき金額の引上げ 

５６万円 ⇒ ５７万円 

【２割減額の判定基準額】 

４３万円＋５７万円×（被保険者数と特定同

一世帯所属者（※）数の合計数）＋１０万円

×（給与所得者等の数－１） 

 ◎第２２条第２項の未就学児の減額も同じ基準となる。 

 ※ 特定同一世帯所属者：後期高齢者医療制度の被保険者となったことから国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者であって、喪失後も継続し

て同一の世帯に属するものをいう。 

 ⑵ 新設 

条項 改正内容 

第２条第５項 

子ども・子育て支援納付金

の新設に伴うもの 

賦課限度額の規定 

第２２条第１項 

第１号から第３号まで 
１８歳以上均等割額に係る低所得世帯軽減に関する規定 

第２２条第３項 

第９号 
出産被保険者軽減に係る１８歳以上均等割額の減額に関する規定 

第２２条第４項 １８歳に達する日以後最初の３月３１日以前の被保険者に係る均等割額を減額する規定 

 

議案第３９号の参考資料 

専決処分に係る熊谷市国民健康保険税条例の主な改正点 
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議案 第 ４ １号 の 参 考資 料  
熊谷 市 印 鑑条 例 の 一 部 を 改 正す る 条 例案 新 旧 対照 表  

熊谷 市 印 鑑条 例 （平成１７年条例第１６号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部分 ）  

改 正 案 現 行 

  

 

（ 印 鑑 登 録 証 明 書 の 交 付 ）  

第 １ ０ 条  （ 略 ）  

２  前 条 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

印 鑑 登 録 者 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７

号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号

カ ー ド 、出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法（ 昭

和 ２ ６ 年 政 令 第 ３ １ ９ 号 ） 第 １ ９ 条 の

１ ５ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 在 留 カ ー

ド 若 し く は 日 本 国 と の 平 和 条 約 に 基 づ

き 日 本 の 国 籍 を 離 脱 し た 者 等 の 出 入 国

管 理 に 関 す る 特 例 法 （ 平 成 ３ 年 法 律 第

７ １ 号 ） 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 特 定 特 別 永 住 者 証 明 書 （ こ れ ら の う

ち 、 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団 体 情

報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す る 法

律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ３ 号 ） 第 ２ ２

条 第 １ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー ド 用

利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ て

い る も の に 限 る 。） 又 は 移 動 端 末 設 備

（ 同 法 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

移 動 端 末 設 備 を い い 、 同 法 第 ３ ５ 条 の

２ 第 １ 項 に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 用 利

用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た 電

磁 的 記 録 媒 体 が 組 み 込 ま れ た も の に 限

る 。）を 用 い て 、本 市 の 電 子 計 算 機 と 電

気 通 信 回 線 に よ り 接 続 さ れ た 端 末 機 に

よ り 前 項 の 印 鑑 登 録 証 明 書 の 交 付 を 受

け る こ と が で き る 。  

（ 印 鑑 登 録 証 明 書 の 交 付 ）  

第 １ ０ 条  （ 略 ）  

２  前 条 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

印 鑑 登 録 者 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定

の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等

に 関 す る 法 律 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７

号 ） 第 ２ 条 第 ７ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号

カ ー ド （ 電 子 署 名 等 に 係 る 地 方 公 共 団

体 情 報 シ ス テ ム 機 構 の 認 証 業 務 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ３ 号 ）

第 ２ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 個 人 番 号 カ ー

ド 用 利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ

れ て い る も の に 限 る 。）又 は 移 動 端 末 設

備 （ 同 法 第 １ ６ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 移 動 端 末 設 備 を い い 、 同 法 第 ３ ５ 条

の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 移 動 端 末 設 備 用

利 用 者 証 明 用 電 子 証 明 書 が 記 録 さ れ た

電 磁 的 記 録 媒 体 が 組 み 込 ま れ た も の に

限 る 。）を 用 い て 、本 市 の 電 子 計 算 機 と

電 気 通 信 回 線 に よ り 接 続 さ れ た 端 末 機

に よ り 前 項 の 印 鑑 登 録 証 明 書 の 交 付 を

受 け る こ と が で き る 。  
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税目 条項

　令和９年度以降の年度分の固定資産税について、家屋及び償却資産に
係る免税点を以下のとおり引き上げる。

　※免税点・・・課税標準が一定の額に満たない場合に課税されないこ
　　　　　　　　ととされている額

固
定
資
産
税

附則第１０条
の２

わがまち特例（地域決定型地方税制特例措置）の見直し及び新設

　以下の対象資産に係るわがまち特例の減額割合の見直し及び新設を行
う。

議案第４２号の参考資料

熊谷市税条例の一部を改正する条例案の主な改正点

改正の内容

固
定
資
産
税

第６３条

家屋及び償却資産に係る免税点の引上げ

現行 改正案

家屋 ２０万円 ３０万円（＋１０万円）

償却資産 １５０万円 １８０万円（＋３０万円）

対象資産 減額割合

太陽光発電設備のうち、総務省令で定めるもの
（償却資産）

２分の１
（現行：３分の２）

出力が５，０００キロワット未満の水力発電設備
（償却資産）

２分の１
（現行：３分の２）

出力が１，０００キロワット以上の地熱発電設備
（償却資産）

２分の１
（現行：３分の２）

出力が１０，０００キロワット未満のバイオマス
発電設備（償却資産）

２分の１
（現行：３分の２）

風力発電設備のうち、海洋再生可能エネルギー発
電設備の整備に関する法律に規定する認定公募占
用計画において設置する旨が記載されたもの
（償却資産）

５分の３
（現行：７分の６）

風力発電設備のうち、以下のいずれかに該当する
もの（償却資産）
①港湾法の占用の許可を受けた者が、当該占用の
許可に係る同法に規定する港湾区域内水域等にお
いて設置した設備
②地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する
認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する
旨が記載された設備
③農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能
エネルギー電気の発電の促進に関する法律に規定
する認定設備整備計画において整備する旨が記載
された設備

３分の２
（現行：４分の３）

地熱発電設備（償却資産）（出力が１，０００キ
ロワット以上のものを除く。）

３分の２
（現行：４分の３）

政府の補助を受け以下のいずれかに適合する改修
工事を行った一定の特別特定建築物
①建築物移動等円滑化基準
②建築物特定施設の構造及び配置に関する基準

３分の１
（新設）
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軽
自
動
車
税

第９０条

障害者減免及び構造減免の継続に関する規定の整備

【現行】
　軽自動車税を継続して減免を受けるためには毎年申請書を提出する必
要があり、減免制度を利用する身体障害者等の負担が大きい。

【改正案】
　令和９年度から、軽自動車税の障害者減免及び構造減免について、前
年度に減免の決定がされている場合は、賦課期日時点の状況について市
が職権により確認・調査を行い、減免要件に引き続き該当すると判断し
た場合は、当該年度の減免申請書の提出を不要とし、減免を継続する取
扱いとする。

＜継続減免の際の減免申請書の要否について＞

　※障害者減免・・・障害のある方のために使用する軽自動車等で、
　　　　　　　　　　一定の要件を満たす場合、軽自動車税の減免を
　　　　　　　　　　受けることができる制度

　※構造減免・・・車椅子の昇降装置などの特別な仕様により製造さ
　　　　　　　　　れた軽自動車や、一般の軽自動車等で同様の構造
　　　　　　　　　変更が加えられたものについて、軽自動車税の減
　　　　　　　　　免を受けることができる制度

現行 改正案

障害者減免 必要あり 必要なし

構造減免 必要あり 必要なし
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熊 谷 市税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧対 照 表  
熊 谷 市税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ６ ３ 号 ）  

（ 下 線部 分 は 改 正 部 分 ）  

改 正 案 現 行 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  

第 ３ ４ 条 の ７  （ 略 ）  

２  前 項 の 特 例 控 除 額 は 、 法 第 ３ １ ４ 条

の ７ 第 １ １ 項 （ 法 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ３

項 又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。）に 定 め る と こ

ろ に よ り 計 算 し た 金 額 と す る 。  

 （ 市 民 税 の 申 告 ）  

第 ３ ６ 条 の ２  第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の

者 は 、 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 、 施 行 規 則 第

５ 号 の ４ 様 式 （ 別 表 ） に よ る 申 告 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 法 第 ３ １ ７ 条 の ６ 第 １ 項 又 は 第 ４

項 の 規 定 に よ っ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は

公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務

が あ る 者 か ら １ 月 １ 日 現 在 に お い て 給

与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て い る

者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所

得 又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所

得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に

係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者

で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 令 第 ４ ８ 条 の ９

の ７ に 規 定 す る も の を 除 く 。）、 小 規 模

企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控

除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控

除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 （ 所 得 割 の 納

税 義 務 者（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） の 法 第

３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ０ 号 の ２ に 規

定 す る 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）で 控 除 対 象 配 偶 者

に 該 当 し な い も の に 係 る も の を 除

く 。）、 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 扶 養 控 除

額 若 し く は 特 定 親 族 特 別 控 除 額 （ 特 定

親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 に 規 定 す る

特 定 親 族 を い う 。 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第

１ 項 第 ３ 号 並 び に 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第

 （ 寄 附 金 税 額 控 除 ）  

第 ３ ４ 条 の ７  （ 略 ）  

２  前 項 の 特 例 控 除 額 は 、 法 第 ３ １ ４ 条

の ７ 第 １ １ 項 （ 法 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２

項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ） に 定 め る と こ ろ に よ り

計 算 し た 金 額 と す る 。  

 （ 市 民 税 の 申 告 ）  

第 ３ ６ 条 の ２  第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 の

者 は 、 ３ 月 １ ５ 日 ま で に 、 施 行 規 則 第

５ 号 の ４ 様 式 （ 別 表 ） に よ る 申 告 書 を

市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 法 第 ３ １ ７ 条 の ６ 第 １ 項 又 は 第 ４

項 の 規 定 に よ っ て 給 与 支 払 報 告 書 又 は

公 的 年 金 等 支 払 報 告 書 を 提 出 す る 義 務

が あ る 者 か ら １ 月 １ 日 現 在 に お い て 給

与 又 は 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け て い る

者 で 前 年 中 に お い て 給 与 所 得 以 外 の 所

得 又 は 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 以 外 の 所

得 を 有 し な か っ た も の （ 公 的 年 金 等 に

係 る 所 得 以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者

で 社 会 保 険 料 控 除 額 （ 令 第 ４ ８ 条 の ９

の ７ に 規 定 す る も の を 除 く 。）、 小 規 模

企 業 共 済 等 掛 金 控 除 額 、 生 命 保 険 料 控

除 額 、 地 震 保 険 料 控 除 額 、 勤 労 学 生 控

除 額 、 配 偶 者 特 別 控 除 額 （ 所 得 割 の 納

税 義 務 者（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） の 法 第

３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ０ 号 の ２ に 規

定 す る 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）で 控 除 対 象 配 偶 者

に 該 当 し な い も の に 係 る も の を 除

く 。）、 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 扶 養 控 除

額 若 し く は 特 定 親 族 特 別 控 除 額 （ 特 定

親 族 （ 同 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 に 規 定 す る

特 定 親 族 を い う 。 第 ３ ６ 条 の ３ の ２ 第

１ 項 第 ３ 号 及 び 第 ３ ６ 条 の ３ の ３ 第 １
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１ 項 及 び 第 ２ 項 第 ４ 号 に お い て 同 じ 。）

（ 前 年 の 合 計 所 得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。） に 係 る も の を 除

く 。）の 控 除 又 は こ れ ら と 併 せ て 雑 損 控

除 額 若 し く は 医 療 費 控 除 額 の 控 除 、 法

第 ３ １ ３ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 純 損 失 の

金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 純

損 失 若 し く は 雑 損 失 の 金 額 の 控 除 若 し

く は 第 ３ ４ 条 の ７ の 規 定 に よ っ て 控 除

す べ き 金 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 寄

附 金 税 額 控 除 額 」と い う 。）の 控 除 を 受

け よ う と す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条

に お い て 「 給 与 所 得 等 以 外 の 所 得 を 有

し な か っ た 者 」と い う 。）及 び 第 ２ ４ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 者 （ 施 行 規 則 第 ２ 条

の ２ 第 １ 項 の 表 の 上 欄 の （ 二 ） に 掲 げ

る者を除く。）については、この限りでない。 

２ ～ ９  （ 略 ）  

 （ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の 扶

養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ２  所 得 税 法 第 １ ９ ４ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 者 」 と い

う 。）で 市 内 に 住 所 を 有 す る も の は 、当

該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項

の 給 与 等 の 支 払 者 （ 以 下 こ の 条 に お い

て「 給 与 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 給 与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で

に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、

当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  （ 略 ）  

 ⑵  所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金

額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配

偶 者 （ 法 第 ３ １ ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す

る 青 色 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の で

同 項 に 規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け る

も の 及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事 業

項 に お い て 同 じ 。）（ 前 年 の 合 計 所 得 金

額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）

に 係 る も の を 除 く 。）の 控 除 又 は こ れ ら

と 併 せ て 雑 損 控 除 額 若 し く は 医 療 費 控

除 額 の 控 除 、 法 第 ３ １ ３ 条 第 ８ 項 に 規

定 す る 純 損 失 の 金 額 の 控 除 、 同 条 第 ９

項 に 規 定 す る 純 損 失 若 し く は 雑 損 失 の

金 額 の 控 除 若 し く は 第 ３ ４ 条 の ７ の 規

定 に よ っ て 控 除 す べ き 金 額 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 寄 附 金 税 額 控 除 額 」 と い

う 。）の 控 除 を 受 け よ う と す る も の を 除

く 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 等

以 外 の 所 得 を 有 し な か っ た 者 」 と い

う 。）及 び 第 ２ ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 者

（ 施 行 規 則 第 ２ 条 の ２ 第 １ 項 の 表 の 上

欄 の（ 二 ）に 掲 げ る 者 を 除 く 。）に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２ ～ ９  （ 略 ）  

 （ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 給 与 所 得 者 の 扶

養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ２  所 得 税 法 第 １ ９ ４ 条

第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申

告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所 得 者 」 と い

う 。）で 市 内 に 住 所 を 有 す る も の は 、当

該 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項

の 給 与 等 の 支 払 者 （ 以 下 こ の 条 に お い

て「 給 与 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 給 与 の 支 払 を 受 け る 日 の 前 日 ま で

に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告 書 を 、

当 該 給 与 支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  （ 略 ）  

 ⑵  所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計 所 得 金

額 が １ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配

偶 者 （ 法 第 ３ １ ３ 条 第 ３ 項 に 規 定 す

る 青 色 事 業 専 従 者 に 該 当 す る も の で

同 項 に 規 定 す る 給 与 の 支 払 を 受 け る

も の 及 び 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 事 業
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専 従 者 に 該 当 す る も の を 除 き 、 合 計

所 得 金 額 が １ ３ ３ 万 円 以 下 で あ る も

の に 限 る 。 次 条 第 １ 項 に お い て 同

じ 。） の 氏 名  

 ⑶ ・ ⑷  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  給 与 所 得 者 は 、 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す

べ き 給 与 支 払 者 が 令 第 ４ ８ 条 の ９ の ７

の ２ に お い て 準 用 す る 令 第 ８ 条 の ２ の

２ に 規 定 す る 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、

施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該

申 告 書 の 提 出 に 代 え て 、 当 該 給 与 支 払

者 に 対 し 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事

項 を 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術

を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 施 行 規 則 で 定

め る も の を い う 。次 条 第 ４ 項 及 び 第 ５ ３

条 の ９ 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）に よ り 提

供 す る こ と が で き る 。  

６  （ 略 ）  

 （ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給

者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ３  所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条

の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す

る 申 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 者

又 は 法 の 施 行 地 に お い て 同 項 に 規 定 す

る 公 的 年 金 等 （ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の

７ の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。

以 下 こ の 項 に お い て 「 公 的 年 金 等 」 と

い う 。）の 支 払 を 受 け る 者 で あ っ て 、特

定 配 偶 者 （ 所 得 割 の 納 税 義 務 者 （ 合 計

所 得 金 額 が ９ ０ ０ 万 円 以 下 で あ る も の

に 限 る 。）の 自 己 と 生 計 を 一 に す る 配 偶

者 （ 退 職 手 当 等 （ 第 ５ ３ 条 の ２ に 規 定

す る 退 職 手 当 等 に 限 る 。 以 下 こ の 項 に

お い て 同 じ 。）に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で

あ っ て 、 合 計 所 得 金 額 が ９ ５ 万 円 以 下

で あ る も の に 限 る 。）を い う 。第 ２ 号 に

お い て 同 じ 。）又 は 扶 養 親 族（ 年 齢 １ ６

歳 未 満 の 者 又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 で あ っ

専 従 者 に 該 当 す る も の を 除 く 。 次 条

第 １ 項 第 ２ 号 に お い て 同 じ 。）（ 合 計

所 得 金 額 が １ ３ ３ 万 円 以 下 で あ る も

の に 限 る 。） の 氏 名  

 ⑶ ・ ⑷  （ 略 ）  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  給 与 所 得 者 は 、 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の

規 定 に よ る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す

べ き 給 与 支 払 者 が 令 第 ４ ８ 条 の ９ の ７

の ２ に お い て 準 用 す る 令 第 ８ 条 の ２ の

２ に 規 定 す る 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、

施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該

申 告 書 の 提 出 に 代 え て 、 当 該 給 与 支 払

者 に 対 し 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事

項 を 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術

を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 施 行 規 則 で 定

め る も の を い う 。次 条 第 ５ 項 及 び 第 ５ ３

条 の ９ 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。）に よ り 提

供 す る こ と が で き る 。  

６  （ 略 ）  

 （ 個 人 の 市 民 税 に 係 る 公 的 年 金 等 受 給

者 の 扶 養 親 族 等 申 告 書 ）  

第 ３ ６ 条 の ３ の ３  次 に 掲 げ る 者 （ 以 下

こ の 条 に お い て 「 公 的 年 金 等 受 給 者 」

と い う 。）は 、公 的 年 金 等 支 払 者（ 所 得

税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 １ 項 に 規 定 す る

申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 に

規 定 す る 公 的 年 金 等 （ 以 下 こ の 項 に お

い て「 公 的 年 金 等 」と い う 。）の 支 払 者

を い う 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）か

ら 毎 年 最 初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け

る 日 の 前 日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 次 項 各 号 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 申 告 書 を 、 当 該 公 的 年 金 等

支 払 者 を 経 由 し て 、 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  
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て 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得 を 有 す る 者 に

限 る 。）若 し く は 特 定 親 族（ 退 職 手 当 等

に 係 る 所 得 を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計

所 得 金 額 が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に

限 る 。）を 有 す る 者（ 以 下 こ の 条 に お い

て「 公 的 年 金 等 受 給 者 」と い う 。）で 市

内 に 住 所 を 有 す る も の は 、 当 該 申 告 書

の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き 同 項 の 公 的 年

金 等 の 支 払 者（ 以 下 こ の 条 に お い て「 公

的 年 金 等 支 払 者 」と い う 。）か ら 毎 年 最

初 に 公 的 年 金 等 の 支 払 を 受 け る 日 の 前

日 ま で に 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 を 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 を 経 由 し

て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 の 名 称  

 

 

 ⑵  特 定 配 偶 者 の 氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶  扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ⑴  所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 １ 項 の

規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 申 告 書 を

提 出 し な け れ ば な ら な い 者  

 ⑵  法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等

（ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定 の

適 用 を 受 け る も の を 除 く 。）の 支 払 を

受 け る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ

る 者 で あ っ て 、 特 定 配 偶 者 （ 所 得 割

の 納 税 義 務 者（ 合 計 所 得 金 額 が ９ ０ ０

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）の 自 己

と 生 計 を 一 に す る 配 偶 者 （ 合 計 所 得

金 額 が ９ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限

る 。）を い う 。次 号 及 び 次 項 第 ３ 号 に

お い て 同 じ 。）（ 退 職 手 当 等 （ 第 ５ ３

条 の ２ に 規 定 す る 退 職 手 当 等 に 限

る 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。）に 係

る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。）又 は 扶 養

親 族 （ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者 又 は 控 除

対 象 扶 養 親 族 で あ っ て 退 職 手 当 等 に

係 る 所 得 を 有 す る 者 に 限 る 。）若 し く

は 特 定 親 族 （ 退 職 手 当 等 に 係 る 所 得

を 有 す る 者 で あ っ て 、 合 計 所 得 金 額

が ８ ５ 万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。）

を 有 す る 者  

⑶  法 の 施 行 地 に お い て 公 的 年 金 等

（ 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ７ の 規 定
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⑷  そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  前 項 又 は 法 第 ３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １

項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 公 的 年 金 等 支

払 者 を 経 由 し て 提 出 す る 場 合 に お い

て 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 が そ

の 年 の 前 年 に お い て 当 該 公 的 年 金 等 支

払 者 を 経 由 し て 提 出 し た 前 項 又 は 法 第

３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る

申 告 書 に 記 載 し た 事 項 と 異 動 が な い と

き は 、 公 的 年 金 等 受 給 者 は 、 当 該 公 的

年 金 等 支 払 者 が 所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の

６ 第 ２ 項 に 規 定 す る 国 税 庁 長 官 の 承 認

を 受 け て い る 場 合 に 限 り 、 施 行 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 前 項 又 は 法 第

の 適 用 を 受 け る も の に 限 る 。） の 支

払 を 受 け る 第 ２ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号

に 掲 げ る 者（ 当 該 年 中 に 支 払 を 受 け

る べ き 当 該 公 的 年 金 等 の 額 が そ の

年 最 初 に 当 該 公 的 年 金 等 の 支 払 を

受 け る べ き 日 の 前 日 の 現 況 に お い

て 令 第 ４ ８ 条 の ９ の ７ の ３ に 定 め

る 金 額 に 満 た な い 者 を 除 く 。）で あ っ

て 、障 害 者 、寡 婦 若 し く は ひ と り 親

に 該 当 す る 者 又 は 特 定 配 偶 者 若 し

く は 扶 養 親 族（ 年 齢 １ ６ 歳 未 満 の 者

又 は 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 限 る 。） 若

し く は 特 定 親 族（ 合 計 所 得 金 額 が ８ ５

万 円 以 下 で あ る も の に 限 る 。） を 有

す る 者  

 
２  前 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 の 記 載 事 項

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 ⑴  公 的 年 金 等 支 払 者 の 名 称  

 ⑵  公 的 年 金 等 受 給 者 が 、 法 第 ３ １ ４

条 の ２ 第 １ 項 第 ６ 号 に 規 定 す る 特 別

障 害 者 又 は そ の 他 の 障 害 者 に 該 当 す

る 場 合 に は そ の 旨 及 び そ の 該 当 す る

事 実 並 び に 寡 婦 又 は ひ と り 親 に 該 当

す る 場 合 に は そ の 旨  

 ⑶  特 定 配 偶 者 の 氏 名  

 ⑷  扶 養 親 族 又 は 特 定 親 族 の 氏 名  

 ⑸  そ の 他 施 行 規 則 で 定 め る 事 項  

３  第 １ 項 又 は 法 第 ３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第

１ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を 公 的 年 金 等

支 払 者 を 経 由 し て 提 出 す る 場 合 に お い

て 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ き 事 項 が そ

の 年 の 前 年 に お い て 当 該 公 的 年 金 等 支

払 者 を 経 由 し て 提 出 し た 第 １ 項 又 は 同

条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 に 記 載 し

た 事 項 と 異 動 が な い と き は 、 公 的 年 金

等 受 給 者 は 、 当 該 公 的 年 金 等 支 払 者 が

所 得 税 法 第 ２ ０ ３ 条 の ６ 第 ２ 項 に 規 定

す る 国 税 庁 長 官 の 承 認 を 受 け て い る 場

合 に 限 り 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 第 １ 項 又 は 法 第 ３ １ ７ 条 の ３ の
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３ １ ７ 条 の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り

記 載 す べ き 事 項 に 代 え て 当 該 異 動 が な

い 旨 を 記 載 し た 前 項 又 は 法 第 ３ １ ７ 条

の ３ の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 告 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

３  （ 略 ）  

４  公 的 年 金 等 受 給 者 は 、 第 １ 項 の 規 定

に よ る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き

公 的 年 金 等 支 払 者 が 令 第 ４ ８ 条 の ９ の

７ の ３ に お い て 準 用 す る 令 第 ８ 条 の ２

の ２ に 規 定 す る 要 件 を 満 た す 場 合 に

は 、 施 行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

当 該 申 告 書 の 提 出 に 代 え て 、 当 該 公 的

年 金 等 支 払 者 に 対 し 、 当 該 申 告 書 に 記

載 す べ き 事 項 を 電 磁 的 方 法 に よ り 提 供

す る こ と が で き る 。  

５  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け

る 第 ３ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 申 告 書 が 」 と あ る の は 「 申 告 書

に 記 載 す べ き 事 項 を 」 と 、 「 公 的 年 金

等 支 払 者 に 受 理 さ れ た と き 」 と あ る の

は 「 公 的 年 金 等 支 払 者 が 提 供 を 受 け た

と き 」 と 、 「 受 理 さ れ た 日 」 と あ る の

は 「 提 供 を 受 け た 日 」 と す る 。  

 （ 固 定 資 産 税 の 免 税 点 ）  

第 ６ ３ 条  同 一 の 者 に つ い て そ の 者 の 所

有 に 係 る 土 地 、 家 屋 又 は 償 却 資 産 に 対

し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な

る べ き 額 が 土 地 に あ っ て は ３ ０ 万 円 、

家 屋 に あ っ て は ２ ０ 万 円 、 償 却 資 産 に

あ っ て は １ ５ ０ 万 円 に 満 た な い 場 合 に

お い て は 、 固 定 資 産 税 を 課 さ な い 。  

 （ 身 体 障 害 者 等 に 対 す る 軽 自 動 車 税 の

減 免 ）  

第 ９ ０ 条  （ 略 ）  

２  前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ っ て 軽 自 動 車

税 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 納 期

限 ま で に 、 市 長 に 対 し て 、 身 体 障 害 者

福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ）

第 １ ５ 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 身 体

障 害 者 手 帳 （ 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 （ 昭

３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 記 載 す べ き 事 項

に 代 え て 当 該 異 動 が な い 旨 を 記 載 し た

第 １ 項 又 は 同 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申

告 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

 
４  （ 略 ）  

５  公 的 年 金 等 受 給 者 は 、 第 １ 項 の 規 定

に よ る 申 告 書 の 提 出 の 際 に 経 由 す べ き

公 的 年 金 等 支 払 者 が 令 第 ４ ８ 条 の ９ の

８ に お い て 準 用 す る 令 第 ８ 条 の ２ の ２

に 規 定 す る 要 件 を 満 た す 場 合 に は 、 施

行 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 申

告 書 の 提 出 に 代 え て 、 当 該 公 的 年 金 等

支 払 者 に 対 し 、 当 該 申 告 書 に 記 載 す べ

き 事 項 を 電 磁 的 方 法 に よ り 提 供 す る こ

と が で き る 。  

６  前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に お け

る 第 ４ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同

項 中 「 申 告 書 が 」 と あ る の は 「 申 告 書

に 記 載 す べ き 事 項 を 」 と 、 「 公 的 年 金

等 支 払 者 に 受 理 さ れ た と き 」 と あ る の

は 「 公 的 年 金 等 支 払 者 が 提 供 を 受 け た

と き 」 と 、 「 受 理 さ れ た 日 」 と あ る の

は 「 提 供 を 受 け た 日 」 と す る 。  

 （ 固 定 資 産 税 の 免 税 点 ）  

第 ６ ３ 条  同 一 の 者 に つ い て そ の 者 の 所

有 に 係 る 土 地 、 家 屋 又 は 償 却 資 産 に 対

し て 課 す る 固 定 資 産 税 の 課 税 標 準 と な

る べ き 額 が 土 地 又 は 家 屋 に あ っ て は ３ ０

万 円 、 償 却 資 産 に あ っ て は １ ８ ０ 万 円

に 満 た な い 場 合 に お い て は 、 固 定 資 産

税 を 課 さ な い 。  

 （ 身 体 障 害 者 等 に 対 す る 軽 自 動 車 税 の

減 免 ）  

第 ９ ０ 条  （ 略 ）  

２  前 項 第 １ 号 の 規 定 に よ っ て 軽 自 動 車

税 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 納 期

限 ま で に 、 市 長 に 対 し て 、 身 体 障 害 者

福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ）

第 １ ５ 条 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 身 体

障 害 者 手 帳 （ 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 （ 昭
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和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ６ ８ 号 ） 第 ４ 条 の 規

定 に よ り 戦 傷 病 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て

い る 者 で 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け

て い な い も の に あ っ て は 、 戦 傷 病 者 手

帳 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 身 体

障 害 者 手 帳 」 と い う 。）、 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る と こ ろ に よ り 交 付 さ れ た 療 育

手 帳（ 以 下 こ の 項 に お い て「 療 育 手 帳 」

と い う 。）又 は 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者

福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第

１ ２ ３ 号 ） 第 ４ ５ 条 の 規 定 に よ り 交 付

さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 精 神 障 害 者 保 健 福 祉

手 帳 」と い う 。）及 び 道 路 交 通 法（ 昭 和

３ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ） 第 ９ ２ 条 の 規

定 に よ り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 若 し く

は 身 体 障 害 者 等 と 生 計 を 一 に す る 者 若

し く は 身 体 障 害 者 等 （ 身 体 障 害 者 等 の

み で 構 成 さ れ る 世 帯 の 者 に 限 る 。）を 常

時 介 護 す る 者 の 運 転 免 許 証 （ 以 下 こ の

項 に お い て「 運 転 免 許 証 」と い う 。）又

は こ れ ら の 者 の 特 定 免 許 情 報 （ 同 法 第

９ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 免 許

情 報 を い う 。次 項 に お い て 同 じ 。）が 記

録 さ れ た 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド

（ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 免 許 情 報 記 録

個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 次 項 に お い て

同 じ 。）を 提 示 す る と と も に 、次 の 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 減 免

を 必 要 と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類 を 添

付 し て 、 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 ⑴ ～ ⑹  （ 略 ）  

３  前 項 の 場 合 に お い て 、 免 許 情 報 記 録

個 人 番 号 カ ー ド を 提 示 し た と き は 、 当

該 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド に 記 録

さ れ た 特 定 免 許 情 報 を 確 認 す る た め に

和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ６ ８ 号 ） 第 ４ 条 の 規

定 に よ り 戦 傷 病 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て

い る 者 で 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け

て い な い も の に あ っ て は 、 戦 傷 病 者 手

帳 と す る 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 身 体

障 害 者 手 帳 」 と い う 。）、 厚 生 労 働 大 臣

が 定 め る と こ ろ に よ り 交 付 さ れ た 療 育

手 帳（ 以 下 こ の 項 に お い て「 療 育 手 帳 」

と い う 。）又 は 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者

福 祉 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第

１ ２ ３ 号 ） 第 ４ ５ 条 の 規 定 に よ り 交 付

さ れ た 精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 精 神 障 害 者 保 健 福 祉

手 帳 」と い う 。）及 び 道 路 交 通 法（ 昭 和

３ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ） 第 ９ ２ 条 の 規

定 に よ り 交 付 さ れ た 身 体 障 害 者 若 し く

は 身 体 障 害 者 等 と 生 計 を 一 に す る 者 若

し く は 身 体 障 害 者 等 （ 身 体 障 害 者 等 の

み で 構 成 さ れ る 世 帯 の 者 に 限 る 。）を 常

時 介 護 す る 者 の 運 転 免 許 証 （ 以 下 こ の

項 に お い て「 運 転 免 許 証 」と い う 。）又

は こ れ ら の 者 の 特 定 免 許 情 報 （ 同 法 第

９ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 定 免 許

情 報 を い う 。次 項 に お い て 同 じ 。）が 記

録 さ れ た 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド

（ 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 免 許 情 報 記 録

個 人 番 号 カ ー ド を い う 。 次 項 に お い て

同 じ 。）を 提 示 す る と と も に 、次 の 各 号

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 に 減 免

を 必 要 と す る 理 由 を 証 明 す る 書 類 を 添

付 し て 、 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 前 年 度 に お い て 前 項 第 １ 号 の 規

定 に よ り 減 免 を 受 け た 軽 自 動 車 等 に つ

い て 、 引 き 続 き 減 免 す べ き 事 由 が あ る

と 市 長 が 認 め た と き は 、 当 該 申 請 書 の

提 出 が あ っ た も の と み な す 。  

 ⑴ ～ ⑹  （ 略 ）  

３  前 項 本 文 の 場 合 に お い て 、 免 許 情 報

記 録 個 人 番 号 カ ー ド を 提 示 し た と き

は 、 当 該 免 許 情 報 記 録 個 人 番 号 カ ー ド

に 記 録 さ れ た 特 定 免 許 情 報 を 確 認 す る

―12―



改 正 案 現 行 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必 要 な 措 置 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

４  第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ っ て 軽 自 動

車 税 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 納

期 限 ま で に 、 市 長 に 対 し て 、 当 該 軽 自

動 車 等 の 提 示 （ 市 長 が 、 当 該 軽 自 動 車

等 の 提 示 に 代 わ る と 認 め る 書 類 の 提 出

が あ る 場 合 に は 、 当 該 書 類 の 提 出 ） を

す る と と も に 、 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 
５  （ 略 ）  

   附  則  

 （ 特 定 一 般 用 医 薬 品 等 購 入 費 を 支 払 っ

た 場 合 の 医 療 費 控 除 の 特 例 ）  

第 ６ 条  平 成 ３ ０ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま

で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限 り 、

法 附 則 第 ４ 条 の ５ 第 ３ 項 の 規 定 に 該 当

す る 場 合 に お け る 第 ３ ４ 条 の ２ の 規 定

に よ る 控 除 に つ い て は 、 そ の 者 の 選 択

に よ り 、 同 条 中 「 同 条 第 １ 項 」 と あ る

の は 「 同 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。）」

と 、「ま で 」と あ る の は「 ま で 並 び に 法

附 則 第 ４ 条 の ５ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 さ れ る 法 第 ３ １ ４ 条 の ２

第 １ 項 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。）」

と し て 、 同 条 の 規 定 を 適 用 す る こ と が

で き る 。  

 （ 個 人 の 市 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税

額 控 除 ）  

第 ７ 条 の ３  平 成 ２ ２ 年 度 か ら 令 和 ２ ０

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の

所 得 税 に つ き 租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条

又 は 第 ４ １ 条 の ２ の ２ の 規 定 の 適 用 を

受 け た 場 合 （ 同 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 居 住 年 が 平 成 ２ １ 年 か ら 令 和 ７

ために必要な措置を受けなければならない。 

４  第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ っ て 軽 自 動

車 税 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 納

期 限 ま で に 、 市 長 に 対 し て 、 当 該 軽 自

動 車 等 の 提 示 （ 市 長 が 、 当 該 軽 自 動 車

等 の 提 示 に 代 わ る と 認 め る 書 類 の 提 出

が あ る 場 合 に は 、 当 該 書 類 の 提 出 ） を

す る と と も に 、 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 年 度 に お い

て 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 減 免 を 受

け た 軽 自 動 車 等 に つ い て 、 引 き 続 き 減

免 す べ き 事 由 が あ る と 市 長 が 認 め た と

き は 、 当 該 申 請 書 の 提 出 が あ っ た も の

と み な す 。  

５  （ 略 ）  

   附  則  

 （ 特 定 一 般 用 医 薬 品 等 購 入 費 を 支 払 っ

た 場 合 の 医 療 費 控 除 の 特 例 ）  

第 ６ 条  平 成 ３ ０ 年 度 以 後 の 各 年 度 分 の

個 人 の 市 民 税 に 限 り 、 法 附 則 第 ４ 条 の

５ 第 ３ 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 に お け

る 第 ３ ４ 条 の ２ の 規 定 に よ る 控 除 に つ

い て は 、 そ の 者 の 選 択 に よ り 、 同 条 中

「 同 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 同 条 第 １

項（ 第 ２ 号 を 除 く 。）」と 、「 ま で 」と あ

る の は 「 ま で 並 び に 法 附 則 第 ４ 条 の ５

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ

れ る 法 第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 （ 第 ２ 号

に 係 る 部 分 に 限 る 。）」 と し て 、 同 条 の

規 定 を 適 用 す る こ と が で き る 。  

 

 （ 個 人 の 市 民 税 の 住 宅 借 入 金 等 特 別 税

額 控 除 ）  

第 ７ 条 の ３  平 成 ２ ２ 年 度 か ら 令 和 ２ ５

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 分 の

所 得 税 に つ き 租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条

又 は 第 ４ １ 条 の ２ の ２ の 規 定 の 適 用 を

受 け た 場 合 （ 同 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 居 住 年 が 平 成 ２ １ 年 か ら 令 和 １ ２
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年 ま で の 各 年 で あ る 場 合 に 限 る 。） に

は 、 法 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ５ 項 （ 同 条 第

７ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ

る 場 合 を 含 む 。）に 規 定 す る と こ ろ に よ

り 控 除 す べ き 額 を 、 当 該 納 税 義 務 者 の

第 ３ ４ 条 の ３ 及 び 第 ３ ４ 条 の ６ の 規 定

を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら 控 除

す る 。  

２  （ 略 ）  

 （ 寄 附 金 税 額 控 除 に お け る 特 例 控 除 額

の 特 例 ）  

第 ７ 条 の ４  第 ３ ４ 条 の ７ の 規 定 の 適 用

を 受 け る 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者

が 、 法 第 ３ １ ４ 条 の ７ 第 １ １ 項 第 ２ 号

若 し く は 第 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す

る 場 合 又 は 第 ３ ４ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定

す る 課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金

額 及 び 課 税 山 林 所 得 金 額 を 有 し な い 場

合 で あ っ て 、 当 該 納 税 義 務 者 の 前 年 中

の 所 得 に つ い て 、 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第

１ 項 、 附 則 第 １ ６ 条 の ４ 第 １ 項 、 附 則

第 １ ７ 条 第 １ 項 、附 則 第 １ ８ 条 第 １ 項 、

附 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 、 附 則 第 １ ９ 条 の

２ 第 １ 項 又 は 附 則 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る と き は 、 第 ３ ４ 条 の

７ 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 例 控 除 額 は 、 同

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 附 則 第 ５ 条

の ５ 第 ２ 項 （ 法 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ る 場

合 を 含 む 。）に 定 め る と こ ろ に よ り 計 算

し た 金 額 と す る 。  

 （ 肉 用 牛 の 売 却 に よ る 事 業 所 得 に 係 る

市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 ８ 条  昭 和 ５ ７ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま

で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限 り 、

法 附 則 第 ６ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 場 合 に

お い て 、 第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 申 告 書 （ そ の 提 出 期 限 後 に お い て

市 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達 さ れ る 時 ま

で に 提 出 さ れ た も の 及 び そ の 時 ま で に

提 出 さ れ た 第 ３ ６ 条 の ３ 第 １ 項 の 確 定

年 ま で の 各 年 で あ る 場 合 に 限 る 。） に

は 、 法 附 則 第 ５ 条 の ４ 第 ５ 項 （ 同 条 第

７ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ

る 場 合 を 含 む 。）に 規 定 す る と こ ろ に よ

り 控 除 す べ き 額 を 、 当 該 納 税 義 務 者 の

第 ３ ４ 条 の ３ 及 び 第 ３ ４ 条 の ６ の 規 定

を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら 控 除

す る 。  

２  （ 略 ）  

 （ 寄 附 金 税 額 控 除 に お け る 特 例 控 除 額

の 特 例 ）  

第 ７ 条 の ４  第 ３ ４ 条 の ７ の 規 定 の 適 用

を 受 け る 市 民 税 の 所 得 割 の 納 税 義 務 者

が 、 法 第 ３ １ ４ 条 の ７ 第 １ １ 項 第 ２ 号

若 し く は 第 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す

る 場 合 又 は 第 ３ ４ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定

す る 課 税 総 所 得 金 額 、 課 税 退 職 所 得 金

額 及 び 課 税 山 林 所 得 金 額 を 有 し な い 場

合 で あ っ て 、 当 該 納 税 義 務 者 の 前 年 中

の 所 得 に つ い て 、 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第

１ 項 、 附 則 第 １ ６ 条 の ４ 第 １ 項 、 附 則

第 １ ７ 条 第 １ 項 、附 則 第 １ ８ 条 第 １ 項 、

附 則 第 １ ９ 条 第 １ 項 、 附 則 第 １ ９ 条 の

２ 第 １ 項 又 は 附 則 第 ２ ０ 条 第 １ 項 の 規

定 の 適 用 を 受 け る と き は 、 第 ３ ４ 条 の

７ 第 ２ 項 に 規 定 す る 特 例 控 除 額 は 、 同

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 附 則 第 ５ 条

の ５ 第 ２ 項 （ 法 附 則 第 ５ 条 の ６ 第 ３ 項

又 は 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） に 定 め る と こ

ろ に よ り 計 算 し た 金 額 と す る 。  

 （ 肉 用 牛 の 売 却 に よ る 事 業 所 得 に 係 る

市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 ８ 条  昭 和 ５ ７ 年 度 か ら 令 和 １ ２ 年 度

ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に 限

り 、 法 附 則 第 ６ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 場

合 に お い て 、 第 ３ ６ 条 の ２ 第 １ 項 の 規

定 に よ る 申 告 書 （ そ の 提 出 期 限 後 に お

い て 市 民 税 の 納 税 通 知 書 が 送 達 さ れ る

時 ま で に 提 出 さ れ た も の 及 び そ の 時 ま

で に 提 出 さ れ た 第 ３ ６ 条 の ３ 第 １ 項 の
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申 告 書 を 含 む 。次 項 に お い て 同 じ 。）に

肉 用 牛 の 売 却 に 係 る 租 税 特 別 措 置 法 第

２ ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 所 得 の 明

細 に 関 す る 事 項 の 記 載 が あ る と き （ こ

れ ら の 申 告 書 に そ の 記 載 が な い こ と に

つ い て や む を 得 な い 理 由 が あ る と 市 長

が 認 め る と き を 含 む 。 次 項 に お い て 同

じ 。）は 、当 該 事 業 所 得 に 係 る 市 民 税 の

所 得 割 の 額 を 免 除 す る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  

第 ９ 条 の ２  当 分 の 間 、 所 得 割 の 納 税 義

務 者 が 前 年 中 に 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 を

支 出 し 、 か つ 、 当 該 納 税 義 務 者 に つ い

て 申 告 特 例 通 知 書 の 送 付 が あ っ た 場 合

（ 法 附 則 第 ７ 条 第 １ ３ 項 の 規 定 に よ り

な か っ た も の と み な さ れ る 場 合 を 除

く 。 ） に お い て は 、 法 附 則 第 ７ 条 の ２

第 ４ 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 控 除 す

べ き 額 を 、 第 ３ ４ 条 の ７ の 規 定 を 適 用

し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら 控 除 す る も

の と す る 。  

 

 
 （ 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 等 の 条

例 で 定 め る 割 合 ）  

第 １ ０ 条 の ２  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規

定 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 定 め る も の と す る 。 

  

  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 イ  

３ 分 の ２  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 ロ  

３ 分 の ２  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 ハ  

３ 分 の ２  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 ニ  

３ 分 の ２  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 ２ 号  

７ 分 の ６  

確 定 申 告 書 を 含 む 。 次 項 に お い て 同

じ 。）に 肉 用 牛 の 売 却 に 係 る 租 税 特 別 措

置 法 第 ２ ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 所

得 の 明 細 に 関 す る 事 項 の 記 載 が あ る と

き （ こ れ ら の 申 告 書 に そ の 記 載 が な い

こ と に つ い て や む を 得 な い 理 由 が あ る

と 市 長 が 認 め る と き を 含 む 。 次 項 に お

い て 同 じ 。）は 、当 該 事 業 所 得 に 係 る 市

民 税 の 所 得 割 の 額 を 免 除 す る 。  

２ ・ ３  （ 略 ）  

第 ９ 条 の ２  当 分 の 間 、 所 得 割 の 納 税 義

務 者 が 前 年 中 に 特 例 控 除 対 象 寄 附 金 を

支 出 し 、 か つ 、 当 該 納 税 義 務 者 に つ い

て 申 告 特 例 通 知 書 の 送 付 が あ っ た 場 合

（ 法 附 則 第 ７ 条 第 １ ３ 項 の 規 定 に よ り

な か っ た も の と み な さ れ る 場 合 を 除

く 。）に お い て は 、法 附 則 第 ７ 条 の ２ 第

４ 項 （ 法 附 則 第 ７ 条 の ３ 第 ３ 項 又 は 第

４ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ れ

る 場 合 を 含 む 。）に 規 定 す る と こ ろ に よ

り 控 除 す べ き 額 を 、 第 ３ ４ 条 の ７ の 規

定 を 適 用 し た 場 合 の 所 得 割 の 額 か ら 控

除 す る も の と す る 。  

 （ 法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 等 の 条

例 で 定 め る 割 合 ）  

第 １ ０ 条 の ２  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規

定 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 定 め る も の と す る 。 

  

  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 イ  

２ 分 の １  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 ロ  

２ 分 の １  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 ハ  

２ 分 の １  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 １ 号 ニ  

２ 分 の １  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 ２ 号  

５ 分 の ３  
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法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 ３ 号 イ  

４ 分 の ３  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 ３ 号 ロ  

４ 分 の ３  

  

  

法 附 則 第 １ ５ 条 の ９ の

３ 第 １ 項  

（ 略 ）  

 

 

 

 （ 令 和 ２ 年 ７ 月 豪 雨 に 係 る 固 定 資 産 税

の 特 例 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す

べ き 申 告 等 ）  

第 １ ０ 条 の ４  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 ３ 号 イ  

３ 分 の ２  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４

項 第 ３ 号 ロ  

３ 分 の ２  

  

  

法 附 則 第 １ ５ 条 の ９ の

３ 第 １ 項  

（ 略 ）  

法 附 則 第 １ ５ 条 の １ １

第 １ 項  

３ 分 の １  

 （ 令 和 ２ 年 ７ 月 豪 雨 に 係 る 固 定 資 産 税

の 特 例 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す

べ き 申 告 等 ）  

第 １ ０ 条 の ４  （ 略 ）  

 （ 令 和 ６ 年 能 登 半 島 地 震 に 係 る 固 定 資

産 税 の 特 例 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者

が す べ き 申 告 等 ）  

第 １ ０ 条 の ５  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １

項 （ 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。）の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す

る 者 は 、 当 該 年 度 の 初 日 の 属 す る 年 の

１ 月 ３ １ 日 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 申 告 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

 ⑴  納 税 義 務 者 の 住 所 、 氏 名 又 は 名 称

及 び 個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 （ 個 人 番

号 又 は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ っ

て は 、 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 ） 並 び

に 当 該 納 税 義 務 者 が 令 附 則 第 １ ２ 条

の ４ 第 １ 項 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 又

は 第 ３ 項 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲

げ る 者 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 同 条

第 １ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 又 は 第

３ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 に 掲 げ る

者 と の 関 係  

 ⑵  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定

す る 被 災 住 宅 用 地 の 上 に 令 和 ５ 年 度

に 係 る 賦 課 期 日 に お い て 存 し た 家 屋

の 所 有 者 及 び 家 屋 番 号  

 ⑶  当 該 年 度 に 係 る 賦 課 期 日 に お い て

法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 （ 同 条 第
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２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 及 び 同 条

第 ６ 項 （ 同 条 第 ７ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。）の 規 定 に よ り 読 み 替

え て 適 用 さ れ る 場 合 を 含 む 。）の 規 定

の 適 用 を 受 け よ う と す る 土 地 を 法 第

３ ４ ９ 条 の ３ の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る

家 屋 の 敷 地 の 用 に 供 す る 土 地 と し て

使 用 す る こ と が で き な い 理 由  

 ⑷  そ の 他 市 長 が 固 定 資 産 税 の 賦 課 徴

収 に 関 し 必 要 と 認 め る 事 項  

２  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 １ 項 （ 同 条 第

２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）の

規 定 の 適 用 を 受 け る 土 地 に 係 る 令 和 ８

年 度 分 及 び 令 和 ９ 年 度 分 の 固 定 資 産 税

に つ い て は 、 第 ７ ４ 条 の 規 定 は 適 用 し

な い 。  

３  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ４ 項 に 規 定 す

る 特 定 被 災 共 用 土 地 （ 以 下 こ の 項 に お

い て「 特 定 被 災 共 用 土 地 」と い う 。）に

係 る 固 定 資 産 税 額 の 按 分 の 申 出 は 、 同

条 第 ４ 項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地

納 税 義 務 者 （ 第 ４ 号 に お い て 「 特 定 被

災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」と い う 。）の 代

表 者 が 毎 年 １ 月 ３ １ 日 ま で に 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 市 長 に 提 出

し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  代 表 者 の 住 所 、 氏 名 又 は 名 称 及 び

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号 （ 個 人 番 号 又

は 法 人 番 号 を 有 し な い 者 に あ っ て

は 、 住 所 及 び 氏 名 又 は 名 称 ）  

 ⑵  特 定 被 災 共 用 土 地 の 所 在 、 地 番 、

地 目 及 び 地 積 並 び に そ の 用 途  

 ⑶  特 定 被 災 共 用 土 地 に 係 る 法 附 則 第

１ ６ 条 の ３ 第 ３ 項 に 規 定 す る 被 災 区

分 所 有 家 屋 の 所 在 、家 屋 番 号 、種 類 、

構 造 及 び 床 面 積 並 び に そ の 用 途  

 ⑷  各 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の

住 所 及 び 氏 名 並 び に 当 該 各 特 定 被 災

共 用 土 地 納 税 義 務 者 の 当 該 特 定 被 災

共 用 土 地 に 係 る 持 分 の 割 合  

 ⑸  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ３ 項 の 規 定
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 （ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地 等

を 譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る

市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 １ ７ 条 の ２  昭 和 ６ ３ 年 度 か ら 令 和 ８

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に

前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の 基 因

と な る 土 地 等 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 ３ １

条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 等 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）の 譲 渡（ 同 項

に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。）を し た 場 合 に お い て 、当

該 譲 渡 が 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡

（ 法 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 を い う 。）

に 該 当 す る と き に お け る 前 条 第 １ 項 に

規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 次 項 に お い

て 同 じ 。）に 係 る 課 税 長 期 譲 渡 所 得 金 額

に 対 し て 課 す る 市 民 税 の 所 得 割 の 額

は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 金 額 に 相 当 す る 額 と

す る 。  

 ⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 昭 和 ６ ３ 年 度 か ら 令

に よ り 按 分 す る 場 合 に 用 い ら れ る 割

合 に 準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合

の 算 定 方 法  

４  法 附 則 第 １ ６ 条 の ３ 第 ９ 項 の 規 定 に

よ り 特 定 被 災 共 用 土 地 と み な さ れ た 特

定 仮 換 地 等 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 特

定 仮 換 地 等 」と い う 。）に 係 る 固 定 資 産

税 額 の 按 分 の 申 出 に つ い て は 、 前 項 中

「 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」 と あ

る の は「 特 定 仮 換 地 等 納 税 義 務 者 」と 、

「 特 定 被 災 共 用 土 地 の 」と あ る の は「 特

定 仮 換 地 等 の 」と 、「特 定 被 災 共 用 土 地

に 」 と あ る の は 「 特 定 仮 換 地 等 に 対 応

す る 従 前 の 土 地 で あ る 特 定 被 災 共 用 土

地 に 」 と す る 。  

 （ 優 良 住 宅 地 の 造 成 等 の た め に 土 地 等

を 譲 渡 し た 場 合 の 長 期 譲 渡 所 得 に 係 る

市 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 １ ７ 条 の ２  昭和６３年度から令和１１

年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民 税 に

限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年 中 に

前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の 基 因

と な る 土 地 等 （ 租 税 特 別 措 置 法 第 ３ １

条 第 １ 項 に 規 定 す る 土 地 等 を い う 。 以

下 こ の 条 に お い て 同 じ 。）の 譲 渡（ 同 項

に 規 定 す る 譲 渡 を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。）を し た 場 合 に お い て 、当

該 譲 渡 が 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡

（ 法 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 を い う 。）

に 該 当 す る と き に お け る 前 条 第 １ 項 に

規 定 す る 譲 渡 所 得 （ 次 条 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 譲 渡 所 得 を 除 く 。 次 項 に お い

て 同 じ 。）に 係 る 課 税 長 期 譲 渡 所 得 金 額

に 対 し て 課 す る 市 民 税 の 所 得 割 の 額

は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 金 額 に 相 当 す る 額 と

す る 。  

 ⑴ ・ ⑵  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 は 、 昭 和 ６ ３ 年 度 か ら 令
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和 ８ 年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市 民

税 に 限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前 年

中 に 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得 の

基 因 と な る 土 地 等 の 譲 渡 を し た 場 合 に

お い て 、 当 該 譲 渡 が 確 定 優 良 住 宅 地 等

予 定 地 の た め の 譲 渡 （ 法 附 則 第 ３ ４ 条

の ２ 第 ５ 項 に 規 定 す る 確 定 優 良 住 宅 地

等 予 定 地 の た め の 譲 渡 を い う 。 以 下 こ

の 項 に お い て 同 じ 。）に 該 当 す る と き に

お け る 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得

に 係 る 課 税 長 期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し て

課 す る 市 民 税 の 所 得 割 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 譲 渡 が 法

附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 １ ０ 項 の 規 定 に 該

当 す る こ と と な る 場 合 に お い て は 、 当

該 譲 渡 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た

め の 譲 渡 で は な か っ た も の と み な す 。  

３  （ 略 ）  

 

和 １ １ 年 度 ま で の 各 年 度 分 の 個 人 の 市

民 税 に 限 り 、 所 得 割 の 納 税 義 務 者 が 前

年 中 に 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 譲 渡 所 得

の 基 因 と な る 土 地 等 の 譲 渡 を し た 場 合

に お い て 、 当 該 譲 渡 が 確 定 優 良 住 宅 地

等 予 定 地 の た め の 譲 渡 （ 法 附 則 第 ３ ４

条 の ２ 第 ６ 項 に 規 定 す る 確 定 優 良 住 宅

地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 を い う 。 以 下

こ の 項 に お い て 同 じ 。）に 該 当 す る と き

に お け る 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 譲 渡 所

得 に 係 る 課 税 長 期 譲 渡 所 得 金 額 に 対 し

て 課 す る 市 民 税 の 所 得 割 に つ い て 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 譲 渡 が

法 附 則 第 ３ ４ 条 の ２ 第 １ ２ 項 の 規 定 に

該 当 す る こ と と な る 場 合 に お い て は 、

当 該 譲 渡 は 確 定 優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の

た め の 譲 渡 で は な か っ た も の と み な す 。 

３  （ 略 ）  

４  第 １ 項 （ 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。）の 場 合 に お い て 、所 得 割 の

納 税 義 務 者 が 、 租 税 特 別 措 置 法 第 ３ １

条 の ２ 第 ２ 項 第 １ ３ 号 か ら 第 １ ５ 号 ま

で に 掲 げ る 土 地 等 の 譲 渡 に 該 当 す る も

の を し た と き に お け る そ の 譲 渡 を し た

土 地 等 が そ の 譲 渡 を し た 時 に お い て 地

す べ り 等 防 止 法（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ３ ０

号 ）第 ３ 条 第 １ 項 の 地 す べ り 防 止 区 域 、

急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ）

第 ３ 条 第 １ 項 の 急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区

域 、 土 砂 災 害 警 戒 区 域 等 に お け る 土 砂

災 害 防 止 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平

成 １ ２ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 第 ９ 条 第 １ 項

の 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域 又 は 特 定 都 市

河 川 浸 水 被 害 対 策 法 （ 平 成 １ ５ 年 法 律

第 ７ ７ 号 ） 第 ５ ６ 条 第 １ 項 の 浸 水 被 害

防 止 区 域 内 に あ る と き は 、 当 該 土 地 等

の 譲 渡 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す

る 優 良 住 宅 地 等 の た め の 譲 渡 又 は 確 定

優 良 住 宅 地 等 予 定 地 の た め の 譲 渡 に 該

当 し な い も の と み な す 。  
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   附  則  

１ ～ ６  （ 略 ）  

 （ 法 附 則 第 １ ５ 条 第 １ ３ 項 本 文 等 の 条

例 で 定 め る 割 合 ）  

７  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 右 欄 に 定 め る も の と す る 。  

  

  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ０

項  

（ 略 ）  

法 附 則 第 １ ５ 条 の １ １

第 １ 項  

３ 分 の １  

８ ～ ２ １  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 案 第４ ３ 号 の 参 考 資 料  
   熊 谷 市 都 市 計 画 税条 例 の 一 部 を 改 正す る 条 例 案 新 旧 対照 表  
   熊 谷 市 都 市 計 画 税条 例 （ 平 成 １ ７ 年条 例 第 ６ ４ 号 ）  

（ 下 線部 分 は 改 正 部 分 ）  

改 正 案 現 行 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   附  則  

１ ～ ６  （ 略 ）  

 （ 法 附 則 第 １ ５ 条 第 １ ３ 項 本 文 等 の 条

例 で 定 め る 割 合 ）  

７  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 右 欄 に 定 め る も の と す る 。  

  

  

法 附 則 第 １ ５ 条 第 ４ ０

項  

（ 略 ）  

 
 

 

８ ～ ２ １  （ 略 ）  
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議案第４４号の参考資料  

熊谷市立体育施設条例の一部を改正する条例案新旧対照表  

   熊谷市立体育施設条例（平成１７年条例第１１６号）  

                      （下線部分は改正部分）  

改 正 案 

 （業務） 

第３条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。 

 ⑴ 本館、柔道場、剣道場、アリーナ、体育室、会議室、和室、放送設備、温水シャワー及び空調設備並びに附

属設備の利用に関すること。 

 ⑵ （略） 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定） 

第１８条 （略） 

２ 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第１から別表第５まで及び規則に定める範囲内で定めるも

のとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。 

（指定の取消し等の場合における管理） 

第２２条 第１６条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若

しくは一部（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設の管理を行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第１から別表第５まで及

び規則に定める額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。 

２ （略） 

別表第４（第１８条関係） 

  熊谷市立江南体育館の利用料金の上限額  

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前８時３０分～正

午 

午後１時～午後５時 午後５時３０分～午

後９時３０分 

午前８時３０分～午

後９時３０分 

     

     

和室 （略） （略） （略） （略） 

空調設備 １回につき１００円 

     

     

備考 

１～４ （略） 

５ 空調設備１回の利用時間は、１時間とする。 

６ （略） 

別表第５（第１８条関係） 

  熊谷市立籠原体育館の利用料金の上限額 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前８時３０分～正

午 

午後１時～午後５時 午後５時３０分～午

後９時３０分 

午前８時３０分～午

後９時３０分 
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現   行 

 （業務） 

第３条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。 

 ⑴ 本館、柔道場、剣道場、アリーナ、体育室、会議室、和室、放送設備、温水シャワー及び空調設備の利用に

関すること。 

 ⑵ （略） 

（利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定） 

第１８条 （略） 

２ 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表第１から別表第５までに定める範囲内で定めるものとす

る。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について市長の承認を受けなければならない。 

（指定の取消し等の場合における管理） 

第２２条 第１６条第１項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若

しくは一部（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合等で、市長が臨時に施設の管理を行うと

きに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第１から別表第５までに

定める額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。 

２ （略） 

別表第４（第１８条関係） 

  熊谷市立江南体育館の利用料金の上限額  

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前８時３０分～正

午 

午後１時～午後５時 午後５時３０分～午

後９時３０分 

午前８時３０分～午

後９時３０分 

     

     

和室 （略） （略） （略） （略） 

  

     

     

備考 

１～４ （略） 

 

５ （略） 

別表第５（第１８条関係） 

  熊谷市立籠原体育館の利用料金の上限額 

区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前８時３０分～正

午 

午後１時～午後５時 午後５時３０分～午

後９時３０分 

午前８時３０分～午

後９時３０分 
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会議室 （略） （略） （略） （略） 

空調設備 １回につき１００円 

備考 

１～４ （略） 

５ 空調設備１回の利用時間は、１時間とする。 

６ （略） 
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会議室 （略） （略） （略） （略） 

     

     

     

備考 

１～４ （略） 

   

５ （略） 
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議案第４５号の参考資料  
熊谷市立地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例案

新旧対照表  

熊 谷 市 立 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第

１２５号）  
                      （下線部分は改正部分） 

改 正 案 
（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

別表（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 位置 

熊谷市立妻沼東一丁目地域コミュニティセンター （略） 

  

  

  

 

施設名 室名 
使用料 

午前 午後 夜間 全日 

熊谷市立妻沼東一丁目地域コミュ

ニティセンター 
（略） （略） （略） （略） （略） 

 
 

     

      

      

 備考 （略） 
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現   行 
（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

別表（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 位置 

熊谷市立妻沼東一丁目地域コミュニティセンター （略） 

熊谷市立妻沼東二丁目地域コミュニティセンター 熊谷市妻沼東二丁目２３番地 

  

  

 

施設名 室名 
使用料 

午前 午後 夜間 全日 

熊谷市立妻沼東一丁目地域コミュ

ニティセンター 
（略） （略） （略） （略） （略） 

熊谷市立妻沼東二丁目地域コミュ

ニティセンター 
会議室 １，０５０円 １，０５０円 １，５７０円 ３，６７０円 

      

      

 備考 （略） 
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円 円 円

円 円 円

2

3

5

1

円 円 円

議案第４６号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立妻沼図書館改修建築工事

工 事 場 所 熊谷市妻沼東一丁目１番地

入 札 年 月 日 令和８年３月２日

予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

236,170,000 236,170,000 217,276,400

入 札 対 象 額

入 札 書 比 較 価 格 最低制限価格の100/110

21,470,000 214,700,000 197,524,000

う ち 消 費 税 等 の 額

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名
入　　札　　額 結

　
果金　　　額

順
位

1 田部井建設㈱
円

4235,200,000

㈱アケボノ 209,000,000 落札

3 ㈱ケージーエム 215,580,000

4 ㈱時田工務店 194,600,000 失格

2 松坂屋建材㈱ 215,000,000

6

5 大和建設㈱ 249,000,000

7

落　 札　 業　 者
落　　　　札　　　　金　　　　額

入 札 金 額 消費税等の額 合　　　　計

8

9

㈱アケボノ 209,000,000 20,900,000 229,900,000

10
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１ 工 事 名  熊谷市立妻沼図書館改修建築工事 
 
２ 工事場所  熊谷市妻沼東一丁目１番地 
 
３ 工事概要 
 ⑴ 内装改修工事 

 ⑵ 屋上防水改修工事 

 ⑶ 外壁改修工事 

 ⑷ その他 

 

４ 建物概要 
構 造  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 
面 積  延べ面積 １，２３８．１３㎡ 
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工事場所：熊谷市妻沼東一丁目１番地
　　　　　熊谷市立妻沼図書館

妻沼展示館
熊谷市立

案　内　図

Ｎ

妻沼中央公民館
熊谷市
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書庫

読書室

UP

職員
入口 休憩室

機械室

EV
階段室

EV

シャフト
UP

PS

展示倉庫
女子便所

女子
洗面所

男子便所

授乳室

洗面所
男子

１階

Ｎ

平面図　縮尺：1/200

廊下

ロビー

事務室

図書車庫

移動

3,000 10,250

みんなの
トイレ
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風除室

更衣室 PS

開架室-1

受付ロビー

児童図書室

貴重資料書庫 物置

開架室-2

35,500

7,545 2,705 2,145 1,8558,000

1
0,

00
0

34
,5
5
0

1
0,

00
0

4
,0

00
3
,8

75
6
,6

75
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Ｎ

平面図　縮尺：1/200

3,000 10,250

庇-1

倉庫

書庫

DN

階段室
ＥＶ

シャフト 便所

女子 男子

便所

廊下

湯沸室

ホール

DN

屋上-1

２階

立上り：ウレタン塗膜防水（X-2）、高耐久シリコン保護塗料【新設】

平場：ウレタン塗膜防水（X-1）、高耐久シリコン保護塗料【新設】

庇-3
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吹抜

35,500

7,545 2,705 2,145 1,8558,000

1
0,

00
0

34
,5
5
0

1
0,

00
0

4
,0

00
3
,8

75
6
,6

75

屋上-1

屋上-2

庇-2

読書室

おはなし室
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3,000 10,250

超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｽﾌﾟﾚｰ工法（X-2H）【新設】
高耐久ｼﾘｺﾝ系保護塗料

Ｎ

平面図　縮尺：1/200 屋根
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35,500

7,545 2,705 2,145 1,8558,000

1
0,

00
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34
,5
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0
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0,

00
0
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00
3
,8
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6
,6
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屋根-4
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2
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立面図　縮尺：1/100(A4)

西

北

―38―



―39―



屋上：　平場 ウレタン塗膜防水（X-1）

断面図　縮尺：1/100

最
高
高

さ
 
9,
88
3
.2

5

2,
6
83

.2
5

軒
高

 7
,2

00

3,
60

0
3,

30
0

2FL

RSL

1FL

30
0

読書室

開架室-1 貴重資料書庫開架室-2

床：タイルカーペット【新設】

天井：岩綿吸音板【新設】

壁：ビニルクロス貼り【新設】

床：タイルカーペット【新設】

壁：ビニルクロス貼り【新設】

天井：岩綿吸音板【新設】

屋根：超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 ｽﾌﾟﾚｰ工法（X-2H)【新設】
　　　高耐久ｼﾘｺﾝ系保護塗料

　　　　　　　高耐久シリコン保護塗料【新設】

外壁：防水型複層塗材E【新設】

※特記なき限り開架室-1に準ずる。

　　　　　　　高耐久シリコン保護塗料【新設】
　　　　立上り ウレタン塗膜防水（X-2）
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円 円 円

円 円 円

2

3

4

円 円 円田部井建設㈱ 388,600,000 38,860,000 427,460,000

10

落　 札　 業　 者
落　　　　札　　　　金　　　　額

入 札 金 額 消費税等の額 合　　　　計

8

9

5 大和建設㈱ 423,000,000

7

4 ㈱時田工務店 419,800,000

2 松坂屋建材㈱ 389,000,000

6

3 ㈱ケージーエム 383,740,000 失格

1 田部井建設㈱
円

1 落札388,600,000

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名
入　　札　　額 結

　
果金　　　額

順
位

入 札 書 比 較 価 格 最低制限価格の100/110

41,800,000 418,000,000 384,560,000

う ち 消 費 税 等 の 額

入 札 年 月 日 令和８年３月１９日

予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

459,800,000 459,800,000 423,016,000

入 札 対 象 額

議案第４７号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立熊谷西小学校特別教室棟改修建築工事

工 事 場 所 熊谷市中央一丁目１番地
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１ 工 事 名  熊谷市立熊谷西小学校特別教室棟改修建築工事 

 

２ 工事場所  熊谷市中央一丁目１番地 

 

３ 工事概要 

⑴ 内装改修工事 

⑵ 塗装改修工事 

⑶ 建具改修工事 

⑷ その他 

 

４ 建物概要 

構 造  鉄筋コンクリート造 地上３階建て 

面 積  延べ面積 ２，０７３㎡ 
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案　内　図

市
立
箱
田
保
育
所

図書館

県立熊谷

Ｎ

工事場所：熊谷市中央一丁目１番地
　　　　　熊谷市立熊谷西小学校
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特別教室棟

配置図　縮尺：1/1400

プール

Ｎ

グラウンド

工事対象建物：特別教室棟

管理教室棟

教室棟

屋内運動場
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平面図　縮尺：1/250 １階

Ｎ

特別支援教育室

(教師コーナー及び控室)

準備室

きこえと
ことばの
教室３

きこえと
ことばの

きこえと
ことばの

教室２ 教室１ 階段室２

8,50010,000

3,335

61,000

4,250

きこえとことばの教室４

工事対象外範囲

セルフサポート教室３

8,500

3,335 3,330

テラス

4,
00

0
2
,5

0
0

7,
8
00

4,
50

0

1
4,

3
00

廊　下
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階段室１

物置

セルフ

教室２
サポート プレイルーム セルフサポート教室１

女子便所

昇降口

8,5008,500

男子便所

4,2504,2504,250

工事対象外範囲
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２階平面図　縮尺：1/250

Ｎ

くすの木１くすの木４

屋上２

屋上１

階段室２14
,3

0
0

2,
5
00

4
,0

0
0

7,
8
00

10,000 4,250 8,5008,500

バルコニー１

61,000

工事対象外範囲

男子便所

廊　下
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２の１ ２の３２の２資料室

女子便所

4,250 8,500 2,0008,500

工事対象外範囲

屋上

階段室１

8,500
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３階平面図　縮尺：1/250

Ｎ

階段室２

暗室

理科準備室

男子便所

4
,0
0
0

2,
5
00

7
,8
0
0

14
,
30
0

4,250 4,250

理科室

バルコニー２

12,750

廊　下

工事対象外範囲

1,500
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音楽準備室 第一音楽室

階段室１女子便所

51,000

17,0004,2508,500

2,200

工事対象外範囲

きょうど資料室

1,500
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屋上平面図　縮尺：1/250

Ｎ

屋上３

屋上６

4,
00
0

2
,5
0
0

7,
80
0

1
4,
3
00

工事対象外範囲

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

51,000

4,250
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屋上４

階段室１

4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

屋上５

4
,0

0
0

1,
20

0

2,100 3,6501,550 1,200

4,2504,250

ＰＨ屋上
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立面図　縮尺：1/200
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南
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東（渡り廊下）

　

　

東（女子便所）
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立面図　縮尺：1/200
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西（男子便所） 西（階段室１）
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断面図　縮尺：1/100

廊　下

廊　下

廊　下

屋上：ウレタン塗膜防水(Ｘ－１)【新設】

ＧＬ ▽

普通教室

普通教室

普通教室

天井：化粧石膏ボード厚9.5mm【新設】

スチールパーテーション【新設】

１ＦＬ ▽

２ＦＬ ▽

３ＦＬ ▽

60
0

3,
80

0
3
,8
00

ＲＦＬ ▽

パラペット天端 ▽　

60
0

3,
85
0

外壁：防水型複層塗材Ｅ（透湿型）

天井：化粧石膏ボード

　　　厚9.5mm【新設】

天井：化粧石膏ボード

　　　厚9.5mm【新設】

天井：化粧石膏ボード

　　　厚9.5mm【新設】

床：ビニル床シート

床：ビニル床シート

床：ビニル床シート

スチールパーテーション【新設】

天井：化粧石膏ボード厚9.5mm【新設】

スチールパーテーション【新設】

天井：化粧石膏ボード厚9.5mm【新設】

床：既存フローリングサンダー掛けの上、ＵＣ塗り

床：既存フローリングサンダー掛けの上、ＵＣ塗り

床：既存フローリングサンダー掛けの上、ＵＣ塗り

バルコニー：
ウレタン塗膜防水(Ｘ－２)【新設】

バルコニー：
ウレタン塗膜防水(Ｘ－２)【新設】

アルミフェンスH=1200【新設】

テラス：防塵塗料塗布【新設】

　　厚2.0mm【新設】

　　厚2.0mm【新設】

　　厚2.0mm【新設】
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円 円 円

円 円 円

2

1

3

4

5

円 円 円㈱ケージーエム 137,000,000 13,700,000 150,700,000

10

落　 札　 業　 者
落　　　　札　　　　金　　　　額

入 札 金 額 消費税等の額 合　　　　計

8

9

5 大和建設㈱ 141,000,000

7

4 ㈱時田工務店 139,800,000

2 松坂屋建材㈱ 138,000,000

6 ㈱アケボノ 156,000,000

3 ㈱ケージーエム 137,000,000 落札

1 田部井建設㈱
円

無効―

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名
入　　札　　額 結

　
果金　　　額

順
位

入 札 書 比 較 価 格 最低制限価格の100/110

13,720,000 137,200,000 126,224,000

う ち 消 費 税 等 の 額

入 札 年 月 日 令和８年３月１９日

予 定 価 格 最 低 制 限 価 格

150,920,000 150,920,000 138,846,400

入 札 対 象 額

議案第４８号の参考資料

業　者　名　及　び　入　札　結　果

工 事 名 熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事（２期）

工 事 場 所 熊谷市佐谷田１０３０番地
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１ 工 事 名  熊谷市立佐谷田小学校教室棟改修建築工事（２期） 

 

２ 工事場所  熊谷市佐谷田１０３０番地 

 

３ 工事概要 

⑴ 内装改修工事 

⑵ 塗装改修工事 

⑶ 建具改修工事 

⑷ その他 

 

４ 建物概要 

構 造  鉄筋コンクリート造 地上４階建て 

面 積  延べ面積 ３，６９６㎡ 
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国道125号

案　内　図

Ｎ

上越新幹線

熊谷市立佐谷田小学校

工事場所：熊谷市佐谷田１０３０番地
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Ｎ

配置図　縮尺：1/1400

屋内運動場
プール

正門

南門

グラウンド

北門

工事対象建物：教室棟
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１階

Ｎ

：工事対象外

：2期工事

配膳室

昇降口

事務室

放送室

前室

校長室

廊下

渡り廊下

Ａ階段

EV

4,450 4,450 4,450 3,600 4,450 4,450 4,450 4,450
74,800

4,450

職員室

平面図　縮尺：1/250
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廊下

保健室 生活科室 図書室

佐谷田児童クラブ

Ｂ階段

女子便所男子便所

4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450

7
,
0
0
0

7
,
5
0
0

2
,
3
0
0
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２階

：工事対象外

：2期工事

7
,5
00

2
,3
0
0

2
,0
00

廊下

庇

理科室

廊下

庇

庇

理科準備室

暗室

更衣室
1-1

普通教室 普通教室
1-2

庇

資料室
配膳室

ＥＶ

庇

Ａ階段

4,450 4,450 4,450 4,450 3,600 4,450 4,450 4,450
74,800
4,450

Ｎ

平面図　縮尺：1/250
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廊下

女子便所

ひまわり１ ひまわり２ 普通教室
2-1

普通教室
2-2

庇

Ｂ階段

4,450 4,450 4,450 4,450 4,4504,450 4,450 4,450

1
,
5
0
0

7
,
5
0
0

2,
3
0
0

7
,
0
0
0男子便所

―65―



３階

廊下

家庭科室

廊下

教材室 普通教室
3-1

普通教室
3-2

資料室
配膳室

ＥＶ
Ａ階段

2
,
3
0
0

7
,
5
0
0

2
,
0
0
0

5
0
0

4,450 4,450 4,450 4,450 3,600 4,450 4,450 4,450
74,800
4,450

：工事対象外

：2期工事

Ｎ

平面図　縮尺：1/250

家庭科
準備室
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廊下

普通教室
4-2

図工準備室 図工室 普通教室
4-1

Ｂ階段
男子便所女子便所

7
,
0
0
0

7
,
5
0
0

4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,4504,450

2
,
3
0
0

1
,
5
0
0
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廊下 廊下

資料室

普通教室 普通教室

救助袋

2
,
0
0
0

7
,
5
0
0

Ａ階段

教材室音楽準備室 音楽室
5-25-1

配膳室

ＥＶ

4,450 4,450 4,450 4,450 3,600 4,450 4,450 4,450
74,800
4,450

2
,
3
0
0

：工事対象外

：2期工事

４階平面図　縮尺：1/250

Ｎ
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7
,5

00
2
,3

00
7,

00
0

1,
50

0

廊下

児童クラブ 少人数指導教室 普通教室

救助袋

男子便所女子便所
Ｂ階段

6-1 6-2
普通教室

4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450
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天井：化粧石膏ボード

厚9.5mm【新設】

スチール製パーテーション【新設】

天井：化粧石膏ボード

厚9.5ｍｍ【新設】

天井：化粧石膏ボード

厚9.5mm【新設】

天井：化粧石膏ボード

厚9.5mm【新設】

スチール製パーテーション【新設】

スチール製パーテーション【新設】

床：塩ビシート
厚2.5mm【新設】

床：塩ビシート
厚2.5mm【新設】

床：塩ビシート
厚2.5mm【新設】

天井：化粧石膏ボード

厚9.5ｍｍ【新設】

天井：化粧石膏ボード

厚9.5ｍｍ【新設】

床：フローリングブロック厚15mm【清掃】

床：フローリングブロック厚15mm【清掃】

床：フローリングブロック厚15mm【清掃】

ひまわり２

普通教室

廊下

廊下

廊下普通教室

【１期工事】

65
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3,
45
0

3
,5
0
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14
,
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3,
5
00

3
,5
0
0

60
0

断面図　縮尺：1/100

▽GL

▽1FL

▽2FL

▽3FL

▽4FL
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議案第４９号の参考資料

籠原南三丁目地内公共施設用地（取得予定地）　　位置図

取得予定地

取得予定地

市立籠原体育館

ＪＲ籠原駅

籠原南第１公園

県
道
美
土
里
町
新
堀
線

籠原南第３公園
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円 円

円 円

円
1

3

2

円 円 円埼玉トヨタ自動車㈱熊谷店 18,270,000 1,827,000 20,097,000

落　　札　　業　　者
落　　　　　　札　　　　　　金　　　　　　額

入　札　金　額 消費税等の額 合　　計

9

10

7 長野ポンプ㈱東京営業所 　辞退

8

5 ㈱モリタ東京支店 　辞退

6 ㈱ベルリング千葉営業所 　辞退

3 ㈱日産サティオ埼玉北 19,260,000

4 日産プリンス埼玉販売㈱法人営業部  18,970,000

1 埼玉トヨタ自動車㈱熊谷店 18,270,000 落札

2 埼玉日産自動車㈱熊谷店 　辞退

番
　
号

業　　　　　　者　　　　　　名

入　　　札　　　額 結
　
果金　　　　額

順
位

う ち 消 費 税 等 の 額 入 札 書 比 較 価 格 －

2,163,636 21,636,364 －

入 札 年 月 日 令和８年５月１９日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 －

23,800,000 23,800,000 －

議案第５０号の参考資料

業　　者　　名　　及　　び　　入　　札　　結　　果

物 件 名 災害対応特殊救急自動車

納 入 場 所 熊谷市消防本部
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円 円

円 円

円

1

2

円 円 円

議案第５１号の参考資料

業　　者　　名　　及　　び　　入　　札　　結　　果

物 件 名 高度救命処置用資機材等

納 入 場 所 熊谷市消防本部

入 札 年 月 日 令和８年５月１９日

入 札 対 象 額 予 定 価 格 －

23,800,000 23,800,000 －

う ち 消 費 税 等 の 額 入 札 書 比 較 価 格 －

2,163,636 21,636,364 －

番

号
業 者 名

入 札 額 結

果金 額
順
位

1 ㈱サイボウ 　辞退

2 日本船舶薬品㈱関東営業所 20,000,000 落札

3 エイバン商事㈱ 21,000,000

4 ㈱高橋医科器械店 　辞退

5 ㈱栗原医療器械店熊谷オフィス 　辞退

6 埼玉消防機械㈱ 　辞退

7 ㈱ベルリング千葉営業所 　辞退

8

9

10

日本船舶薬品㈱関東営業所 20,000,000 2,000,000 22,000,000

落　　札　　業　　者
落 札 金 額

入　札　金　額 消費税等の額 合　　計
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議案第５２号の参考資料 損害賠償の額の決定及び和解について  

位置図 

拡大図 

事故発生場所 

熊谷駅  

国道１７号  

街路樹  

万平公園  

ＪＲ上越新幹線  

ＪＲ高崎線  

街路樹  

相手方車両  

市道１０９号線  

ＪＲ高崎線  

ＪＲ上越新幹線  

市
道
１
０
９
号
線

秩父鉄道  
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号の参考資料議案第 ５３

認定路線調書・位置図

整理
路　　線　　名 認 定 理 由

番号

１ 市道 60622 号線
廃止する市道６００８８号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため
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１

県道熊谷羽生線

第
２北

大
通

線

市立老人福祉センター

吉原公園

上之荘

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

1 市道 ６０６２２ 号線 1.2～3.0 77.9

起  点  上之字吉原３０６８番４地先 

終  点  上之字吉原３０７７番２地先 

凡　例

起点

縮尺 １：５，０００ 終点

N

１
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号の参考資料

２ 市道 80294 号線
当該路線の道路用地を売り払うことで、申請者との協議が調ったた
め

議案第 ５４

廃止路線調書・位置図

整理
路　　線　　名 廃　　　　止　　　　理　　　　由

番号

１ 市道 60088 号線
当該路線の道路用地を売り払うことで、申請者との協議が調ったた
め
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1

県道熊谷羽生線

第
２北

大
通

線

市立老人福祉センター

吉原公園

凡　例

起点

縮尺 １：５，０００ 終点

起  点  上之字吉原３０８１番１地先 

終  点  上之字吉原３０６８番４地先 

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

1 市道 ６００８８ 号線 1.1～3.1 127.4

N

上之荘

１
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2
県

道
冑

山
熊

谷
線

国
道

１７号

ＪＲ高
崎

線

元
荒

川

凡　例

起点

縮尺 １：２，５００ 終点

起  点  佐谷田字提灯塚２９８６番１地先 

終  点  佐谷田字提灯塚２９８９番地先 

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

2 市道 ８０２９４ 号線 2.0～3.1 108.0

N

２
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